
よくある質問（Ｑ＆Ａ） 

 

報告の内容に関する事項は、埼玉県ホームページの「記入上の留意点」及び「記載要領」にてご確認

ください。さらに不明の場合は、埼玉県指定情報公表センター（以下「公表センター」と記載。電話：

048-612-3150）までお問い合わせください。(受付は平日 9時～17時。12月 29日～1月 3日を除く) 

なお、報告締切日及びその直前はお問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなることがありますの

で、可能な限りお早めのご報告をお願いします。 

「介護サービス情報の公表」のページ 

http:/ /www.pref.saitama.lg.jp/a0609/jouhou -kouhyou/index.html 

「ログイン」のページ 

https:/ /www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/11/  

 

 

 

Ａ１ 

介護保険法第１１５条の３５の規定により、原則として介護サービス事業所・施設には、サービス内

容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公開することが義務付けられています。 

（例外：既存事業所(当該年度に新規に開設した事業所以外)において、前年度の介護報酬実績が１００

万円以下の事業所は対象外となります。） 

１年に１回、必ず報告が必要です。（その後の修正についてはＱ７を参照してください。） 

 

 

 

 

Ａ２ 

 書面調査は、新規指定事業所を対象として、正式な報告（入力）時の誤りを減らすため、事前に書面

にて提出いただき内容を確認させていただくものです。事業開始後に届いた案内にある期限内に、報告

日時点(事業所の指定日ではない)の報告(入力)が必要です。 

 

 

 

Ａ３ 

 ＩＤ、パスワードが「半角英数字」で入力されていないとエラーとなります。キーボードの設定が

「全角」「かな」等となっている場合はエラーとなります。 

 

 

 

Ａ４ 

 時期が指定されている項目以外は「報告日（入力日）現在」となります。 

 

  

Ｑ１ 

 情報の公表のための報告は、必ず行わなければならないのですか。 

Ｑ３ 

 公表センターから送られてきたＩＤ、パスワードを入力してもエラーになり、ログインできません。 

Ｑ４ 

 いつの時点の内容を報告するのですか。 

Ｑ２ 

 今年度の新規事業所で、書面調査票を指定申請窓口に提出済みですが、公表センターより郵送で報告

に関する案内が届いた。再度、同じ内容を報告（入力）しなければならないのですか。 

 裏面へつづく 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/jouhou-kouhyou/index.html


 

 

 

Ａ５ 

 １つの事業所の入力が終了した後(または一時保存後)、一度ログアウトしてください。ログイン画面

に変わり、2つ目の事業所のＩＤ、パスワード、サービスコードを入力することができます。 

 なお、事業所ごとにパスワードを設定するという国のシステムの設定上、他の方法はありません。 

 

 

 

Ａ６ 

 一定期間内であれば可能です。早めの報告をお願いします。（ログインできない状況となっている場

合は下記公表センターまでお問い合わせください。） 

 

 

 

Ａ７ 

 配付済みのＩＤ、パスワードにより「基本情報」「事業所の特色」「事業所の連絡先」は修正が可能で

す。なお、事業所の指定と、介護サービス情報の公表は、それぞれ別の制度です。このため、指定の変

更の届出を行ったのみでは、公表内容は自動的に変更されません。 

公表システムの内容は事業所の責任において公表されるものであるため、指定の変更の届出を行った

際には、事業所において必ず内容を修正してください。 

「運営情報」は、公表した後は原則として年度内は修正できませんのでご注意ください。「運営情

報」の修正をしたい場合は、公表センターまでご連絡ください。 

 

 

 

Ａ８ 

 報告処理が終了していないことが多いようです。（ログイン後の入力画面の「記入メニュー」内、登

録状況確認の「状況」が「提出済」となれば報告完了です。「記入中」「記入済」の場合は、状況が

「提出済」になるまで処理を行ってください。） 

なお提出後は、原則として翌平日に公表センターにおいて公表いたします。 

 

 

 

Ａ９ 

 ログイン画面の左下にある「パスワードを忘れた方はこちら」から、パスワードリセット申請ができ

ます。(事業所の連絡先として登録済みメールアドレスに修正用の URLが送信されます) 

上記の機能がご利用いただけない場合は、公表センターまでご連絡ください。 

 

【その他、問い合わせ先】 

（１）システム操作及び入力項目の解釈等に関すること 

    埼玉県指定情報公表センター  電話：048-612-3150 

(受付は平日 9時～17時。12月 29日～1月 3日を除く) 

（２）情報公表制度等に関すること 

    埼玉県福祉部高齢者福祉課施設・事業者指導担当  電話：048-830-3254 

Ｑ５ 

 報告対象となるサービス事業所が複数ありますが、２つ目の事業所の入力ができません。 

Ｑ６ 

 報告の締切日を経過してしまいましたが、報告（入力）は可能ですか。 

Ｑ７ 

 一度、報告した内容を修正したいのですが。 

Ｑ８ 

 報告が完了したが、公表システムで検索しても、報告後の新しい内容が表示されません。 

 

Ｑ９ 

 公表センターから送られたＩＤ、パスワードを紛失してしまいました。 

 


